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平成２４年度 第１回掛川市行財政改革審議会議事録

日 時 平成２４年４月２５日（水）午後６時３０分 ～ 午後８時４０分

場 所 掛川市役所 会議室１

伊藤鋭一会長、山内秀彦副会長、荒木直二委員、馨 敏郎委員、

出 席 者 窪野愛子委員、鈴木純一郎委員、高田直由樹委員、高橋祐二委員、

西村康正委員、藤田美知子委員

松井市長、伊村副市長、川隅総務部長、松井企画政策部長、高川財政

掛 川 市 課長、松本企画調整課長、山本財政課主幹、

鈴木企画調整課主幹、都築行革推進係長、稲垣

傍 聴 者 １８人 （市職員１５人、市議会議員２人、市民１人）

（審議会内容）

１ 開 会

企画調整課長

それでは、改めましてこんばんは。まだ鈴木委員がお見えになっておりませんが、

定刻の時間になりましたので開始させていただきます。

ただいまより平成２４年度行財政改革審議会を開催いたします。

それでは、最初に松井市長よりご挨拶を申し上げます。

２ 挨 拶

松井市長

改めましてこんばんは。夜分、お仕事でお疲れのところお集まりいただきまして誠

にありがとうございます。いよいよ第二期の行財政審議会の新体制がスタートします。

私がお願いをした委員６名、それから、公募によって選出されました委員が４名、

計１０名によって審議会のいろんな活動を進めていってもらうことになります。

第二期の審議会は、前審議会の成果を引き継ぐこととしており、１０名の内４名の

方につきましては前審議会から引き続き参画をお願いしています。前審議会からは、

市に対しまして抜本的な改革の提言をいただきました。市はそれを尊重しながら今後

具体的な改革を実施していくということになります。

このことから、第二期審議会に期待する役割のひとつは、市行革を確実に進捗させ
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るために進行管理をお願いすることであります。

もうひとつは、目的達成のための絶対的な手段の協議・提案をいただくことであり

ます。

市行革のチェック機能、後押し機能と考えております。委員の皆様からは、市の取

り組みにつきまして、市民目線、企業経営の観点など様々な角度からご意見をいただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

それから、東日本大震災以降、全国の市町村は市民の生命と財産を守る施策を最優

先にすることが求められております。掛川市においては、それと同時に新しい病院を

予定通り建設するという重要課題もあります。やらなければいけない事業がある、こ

ういうことであります。

先行き不透明な経済情勢、それから地方財政制度の中で多額の財政需要への対応が

求められていることから、それらに適切に対応しつつ、豊かな掛川を将来に引き継ぐ

ために改めて大胆でスピード感ある行財政改革が重要となっております。

徳川幕府も各藩が大変財政状況が厳しいときに色々な藩改革をした歴史がある訳な

のですが、そのひとつとして徹底した合理化といいますか、ムダを省く一方で産業振

興をしっかり行った。これが藩改革に繋がっているというふうに思っています。

ただ、江戸幕府の身分制度的なものは、改革に手が入らなかったということではあ

りますけれども、前段申し上げたとおり、藩運営の徹底したムダを省く、それと同時

に産業をしっかり育成をしたとこういうことであります。私もそういう考え方のもと

に、一方では固定費をしっかりと削減していくということ、もう一方では、ある意味

では経営感覚を取り入れた安定財源の確保ということにしっかり取り組んでいきたい

とこう考えております。これまで以上に掛川市は、積極的に行財政改革に取り組んで

参ります。審議会の皆様におかれましても、会の活動を通じて行革の後押しをしてい

ただきたいと申し上げまして私からの挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申

し上げます。

企画調整課長

続きまして、委嘱書の交付をいたします。掛川市行財政改革審議会条例第６条によ

り、市長が会長・副会長を指名することになっております。そういうことから本審議

会の会長を伊藤鋭一様、副会長を山内秀彦様にお願いしたいと思います。

委嘱書につきましては、みなさんのお手元に配付させていただいておりますのでご

確認をお願いいたします。

次に、松井市長から審議会に諮問書をお渡ししたいと思います。よろしくお願いい

たします。

松井市長

諮問。現下、そして、今後予想される厳しい情勢を克服しながら、希望の見えるま

ち「かけがわ」の実現に向け、地方主権時代にふさわしい「自主・自立した行財政運

営」を推進するために掛川市行財政改革審議会条例第２条の規定により、貴審議会に
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市の行財政改革の推進に関する次の事項について審議を求めます。

一つ、第１次掛川市行財政改革プランの進捗状況について、二つめ、第２次掛川市

行財政改革プランについて、以上であります。よろしくお願いいたします。

企画調整課長

それでは、諮問の内容につきまして事務局から説明させていただきます。

行革推進係長

それでは、事務局から諮問の内容についてご説明をさせていただきます。

皆様のお手元には諮問書をご用意させていただきましたのでご覧ください。

今、市長から諮問書が読み上げられましたが、２つの事項について審議会に審議を

求めるということで、一つは掛川市の第１次行財政改革プランの進捗状況について、

それから第２次掛川市行財政改革プランについて、この２項目であります。

第１次改革プランというのは、平成２２年度から２４年度の計画で、本年度は最終

年度になるということから、これを評価しつつ次の２５年度からの計画に反映をさせ

ていきながらこの第２次改革プランを作成していきたい。従いまして、現行プランの

評価、それから、第２次改革プランの内容について審議をお願いをするということで

よろしくお願いします。

企画調整課長

それでは、この後審議に入らせていただきたいと思いますが、最初の会ということ

で委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。

伊藤会長

皆さん、こんばんは。このたび第２期の行革審会長を務めさせていただきます伊藤

鋭一と申します。元静岡銀行員でございまして、現在は非常勤でありますが３つの会

社の監査役を務めています。行革委員は第１期に続いての任務となります。皆様方の

ご指導、ご支援を賜りながら、自分なりに一生懸命やっていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

今日は就任にあたりまして一言、私の思いをちょっとこう話をさせていただきたい

と思います。

第１期の行革審が昨年１１月最終提言と目標を示しまして役割を終えました。その

提言の内容・目標、これは非常に厳しいものがある。今までのやり方を踏襲していて

はとても達成は難しい。大胆な発想、思い切った改革が不可欠でございまして、そこ

には必ず軋轢（あつれき）、痛みが伴って参ります。

現在、市におかれましてはですね、第２次改革プランの策定にかかろうとしていま

すが、正にここが正念場で、行革審としてもしっかり対応をしていかなければいけな

いと感じております。私は常々、組織というのはですね、構成メンバーがひとつの目

標に向かって、一丸となって燃える集団となって挑戦をしていくということ。これが

組織の力を最大限発揮できる要素だと思っております。
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この掛川市の構成メンバーといえば、もちろん、市民の方々、行政の皆さん、実業

会の皆さん、市議会議員の皆さん、ここに今回選ばれた１０人のメンバーの皆さん、

みんな掛川の市民です。侃々諤々の議論を戦わせつつも、知恵を絞って、痛みを分か
かんかんがくがく

ち合いながら、次の世代に負担の少ない、安心安全な住みやすい掛川のまちづくりに

向けて、力をあわせて努力をしていこうではありませんか。

行革審議会１０人のメンバーも気持ちは同じだと思いますので、気を引き締めて全

力を尽くすのみでございます。どうぞよろしくお願いします。

山内副会長

副会長を勤めさせてもらいます山内秀彦と申します。家は緑ヶ丘なんですけれども、

会社が浜松にございまして、まちづくりのコンサルタント・コーディネーターとして

東海まちづくり研究所という会社でやっております。あとはＮＰＯ法人で、地域づく

りを支援する地域づくりサポートネットという団体の代表を勤めさせていただいてま

す。市民目線或いは地域づくりの目線で、行財政をどう改革をしていくのかというこ

とについて考えていきたいと思っています。

今年３月までは、総合計画審議会委員を務めさせていただきまして、３月までは計

画を「作る」という立場から、今度は「進捗状況を管理・チェックする」というそう

いった役割を市長から仰せつかりました。そういったご期待に沿えるようにしたいと

思いますのでよろしくお願いします。

荒木委員

荒木直二と申します。出身は福井県で掛川市に住み始めて１８年ほどになりますけ

れども、そのうち１０年ぐらいは転勤族で暮らしています。この７・８年は「とはな

にか学舎・市民大学」などで掛川市にお世話になりまして、今は市民活動を中心にや

っております。よろしくお願いします。

馨委員

馨敏郎と申します。自宅は肴町というところに蓮福寺というお寺がございまして、

そちらの住職を勤めております。今回関わりを持たせてもらったのは駅通りのほうで

友引ストリートカフェというイベントを開催するようになってから３年目を迎えまし

たが、多くの皆様、市役所の方々、いろんな市民の皆様のご理解をいただきながら、

市民活動をしておりますが、今回の事前の学習会などで審議会に関わる前は、どこか

に補助金がぶら下がっていないかなとたくさん探していたんですが、５年間で１７億

円というような具体的な数字の削減を聞きますと、やはり、そういうイベント運営の

仕方自体を考え直さないといけないなということをちょっと痛感している次第です。

５歳、３歳と後お腹の中に子供がいるんですが、その子達が大人になってまた生活

していく上でも本当に希望が見えるまちであるような、そういう仕組み作りができれ

ばいいなと思っております。若輩者ですのでこの辺で遠慮させていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。
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窪野委員

こんばんは、東山口から参りました窪野愛子と申します。東山口は、道の駅が大変

賑やかにしております。そして今日、ラッキーにも静岡新聞のほうで私たちのいつも

目の前にあるんですけれども、工業団地（新エコポリス）を今度、焼津のほうの工場

が買ってくださるということで、何時どうなるのかなと気にしてハラハラしていたも

のですから良かったなあと思っています。

前回の審議会には自ら応募しまして、皆さんの仲間入りをさせていただきました。

そして、また、今回このような素晴らしい仲間に恵まれまして、皆さんとともに更に

掛川の行革を推し進めるように、前回種を蒔いたものですから、それに水をかけ大事

に育てて、大輪の花を咲かせたいと思いますので、力不足かと思いますけれども頑張

りますのでよろしくお願いします。

鈴木委員

鈴木純一郎と申します。一回目から遅刻して申し訳ございません。会社を出るとき

にトラブルがありまして。前回、審議会を作って、また委員長をはじめよろしくお願

いいたします。

前回、会長さんが、市が主体になってやる行革だということですね、市の方が引っ

張っていってくれたと思うのですが、一回目の資料を頂戴して読みますと、ずいぶん

前回のスタートした時とは変わったなあというふうに感じました。市のほうも、そん

な感じをいたしました。課題をきちっと認識していらっしゃるのではないかなと思い

ます。その辺を期待してですね、これからやっていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

高田委員

中遠熱処理技研の高田直由樹と申します。市内で金属熱処理工場を経営しておりま

す。私が、今回行革審の方に入ったのは、正直言って資料が多くかつ非常に難解であ

るということで、こんな難しいものかなあということです。なかなか追いつかない状

態です。私が思うに、行けるんじゃないのかなと気がしておりまして、きっとできる

んじゃないのかなと思っております。私ももっと理解したら、いい意見が出せるんじ

ゃないかなと思っておりますのでよろしくお願いします。

高橋委員

下俣南に住んでいます高橋祐二です。平成２２年から区の役員、それから、去年は

まちづくりの方で一年お世話になりました。今回は行革審の方で、本当に何も知りま

せんもので、皆さんに色々教えていただきながら頑張って行きたいと思います。よろ

しくお願いします。

西村委員

こんばんは、西村でございます。島田で油屋を営んでおりまして、柳町の方に住ん

でおります。私も２期目の任命ということで、前２年間いろいろ活動しておりました
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けども、基本的に最初の２年間は、おそらく色々多様な行政サービスなんかがポンポ

ンと出てきて、従前のいわゆる構図では乗り切れないだろう、どれくらい新しいサー

ビスとか、新しいニーズに対応できるか、というところに主眼をおいて課題形成をし

てきたと思いますが、その時に作った前提条件や取り巻く環境がこの１年間で大幅に

変わっておりまして、確かに大震災はありましたけど、景気・インフラ等と大きく変

わりつつあって、おそらく２期目の二つの大きな課題を進めるに当たっては、何らか

の変化というものを求められるだろうと思っておりましたら、冒頭、市長の方から、

ムダを省き、新しい産業を育成するという話がありましたけれども、まさしくそうい

う視点が、今度の行革審で求められる一つのキーワードになるんじゃないかなと、そ

ういうふうに思っております。後２年間一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

藤田委員

大東地域から参りました。下土方の藤田美知子と申します。私は、３年間、保健活

動推進委員をやらせていただきまして、本当にこの場にいる器ではありませんが、そ

れこそ皆様に教えていただきながら本当に勉強していきたいと思います。よろしくお

願いします。

企画調整課長

ありがとうございました。市役所側からの出席者です。自己紹介させていただきま

す。

伊村副市長

皆さんこんばんは、２年目になりました副市長の伊村義孝と申します。よろしくお

願いします。

企画政策部長

行政改革を所管とします企画政策部の部長をさせていただいております、松井と申

します。委員の皆様方のご意見をしっかりと受け止めさせていただきまして、行革の

推進に努めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

総務部長

皆さんこんばんは、総務部長の川隈庄一と申します。引き続きよろしくお願いしま

す。

財政課長

こんばんは、財政課長の高川佳都夫と申します。この４月から現職につきました。

よろしくお願いします。

財政課主幹

こんばんは、財政課主幹の山本博史と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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企画調整課長

本日以降、審議会の進行を勤めさせていただきます松本一男といいます。企画調整

課長です。

行革推進係長

行革推進係長の都築です。よろしくお願いします。

企画調整課長

それでは、まずは資料の確認をさせていただきます。次第、それから、皆様の名簿、

諮問書、横書きの第１次行財政改革プラン（平成２２～２４年度）というものが本日

の資料になります。併せまして、この行財政審議会の条例も付けさせていただいてお

りますのでご確認をお願いいたします。

なお、お手元に本日の資料とは別に、委員の皆さんからご要望にありました資料を

添えさせていただいてますのでご確認いただきたいと思います。

いよいよ審議に入りますが、掛川市行財政改革審議会条例第７条によりまして、こ

こから先の進行を会長にお願いしたいと思います。

３ 協議事項
伊藤会長

それでは、審議に入らせていただきます。先立ちましてですね、思ったことを最初

にお話していきたいと思います。被災地の話もありますが、現在非常に変化が激しい

ものですから審議もできるだけスピード感を持っていきたいと思います。

議論につきましてですね、薄っぺらなということではなく、しっかりした充実した

議論をしていきたいと、そのためには、やはり色んなデータをしっかりと捉えてから

でないとできませんので、事務局の方は要請がありましたら迅速に資料を整えていた

だきたいと思います。

審議会以外に、前回の時も色々ありましたが、難しい数字、問題、多々あるもんで

すから、どうしても事務局さんのほうにお願いをし、問い合わせをしたり、場合によ

っては市役所さんの方に伺ったり、色々な対応をやっていく必要があるかと。勉強会

のようなものも必要ならばぜひやらせていただきたいと思います。

それでは早速、審議に入りたいのですが、原則的には２時間くらいの審議会という

ことで考えておりますけれども、今回は既に１時間過ぎております。資料の方もなか

なか新しい委員の方もいらっしゃいますし、読み込むのも大変だろうと思います。

今日の位置づけは、審議をするというよりもどちらかというと、第１次の行財政改

革の内容説明をしていただいて、進捗状況を聞かせてもらうというのが中心になるか

と思います。どちらかというと、レクチャー的な会議で終わることになろうかと思い

ます。

それでは、事務局の方から審議事項の（１）掛川市第１次行財政改革の進捗状況に
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ついてご説明いただこうと思います。

行革推進係長

それでは、事務局よりご説明申し上げます。ただいま、会長さんの方から資料或い

はこの中のデータについて迅速に用意するようにということで、事務局としても対応

できるように進めて参りますのでよろしくお願いします。

それでは、第１次行財政改革プランの進捗状況のご説明をさせていただきます。

皆様の元には事前に資料を配布させていただきました。その後、最新の数字に置き

換えられるものは置き換え、中の文言の修正等々を行なった最終成果品を本日、皆様

にお分けさせていただきました。従いまして、双方を見比べながら読み進めていただ

けると幸いです。

それでは、１ページ目をご覧ください。説明に入る前に第１次行財政改革プランに

ついて説明させていただきます。

このプランは、平成２２年度から２４年度の３ヵ年計画として策定しました。この

元になったのは、長期財政見通しに基づく行財政改革方針でありまして、これは平成

２２年度に策定しましたが、この具体的なプランとして策定したものであります。行

財政改革方針には平成２２年度から３１年度までの１０年間に１７億円を削減という

目標を掲げています。

従いまして、この内容はその１０年間の内の最初の３ヵ年に何をやるかという内容

になっております。前行財政改革審議会の中で最終提言をいただいた特に重要な内容

として、もう少し厳しい想定の元に３１億円という削減目標を掲げていくべきだとい

う提言をいただきました。それを踏まえて、現在、市では平成２８年度までに１７億

円を削減するという方針を掲げております。

そうしますと、この第１次改革プランは２４年度で終わりなんですけれども、次の

２５年度から始まる次の新しいプランについては、２８年度までに１７億円を削減す

るための具体的な方策を盛り込んでいかなければならないことになります。それは、

この第１次改革プランよりももう少し、かなり内容については厳しいものが盛り込ま

れていくことを想定しております。

その策定を今年度するわけなんですけれども、策定に当たってはですね、第１次改

革プランの内容を適切に評価して、第２次改革プランに盛り込むべき内容を精査する

必要があると、そのように考えておりますので、本日、進捗状況の説明をさせていた

だきながら、第２次改革プランに盛り込むべき事項を整理すると共に、絞り込んでい

きたいとそのように考えております。

本日用意させていただいた資料ですが、数字について特に平成２３年度の数字につ

いては、最終補正後の予算額だったり見込み額だったりします。従いまして、これに

ついては決算が出た時点でまた改めて整理しますが、今日の資料については、そうい

った見込みの数値、或いは予算額であるということでご理解をいただきながら資料を

見ていただけると幸いです。

それでは、１ページから説明します。１ページ目は、推進項目の１「市債務残高の

縮小」という項目であります。表の見方は上段が計画、下段が実績となっております。
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その上で工程の進捗度を示しております。まず、この市債務残高の縮小についてです

けれども、工程の進捗度は計画を下回ったという評価をしています。その理由は右側

の説明欄にございます。これは長期財政見通しにおける市債残高を上回る見込みであ

るためということでこのような評価としております。

評価額をご覧ください。これは、市債の発行額を元金償還額未満に抑え、プライマ

リーバランスの堅持に努めてきましたけれども、東日本大震災を受けて実施する緊急

地震津波対策事業の財源確保、或いは国の地方財政対策の拡充に伴って臨時財政対策

債の増加等によって長期財源見通しの市債残高見込額を上回る見込みであるというこ

とです。

今後の取り組みについては、２５～２６年度においても引き続き緊急地震津波対策

事業のほか、或いは合併特例債事業が本格化することなどから、厳しい状況が見込ま

れるが、市債発行額を抑制するとともに財政状況を勘案しながら繰上償還を行なうな

ど市債残高の削減に努めて参ります。

その下段は参考として資料を掲げております。地方債の発行額、或いは元金・利子

償還額のプライマリーバランスの関係というのは右側のグラフでも分かりますように、

元利償還額と地方債発行額はプライマリーバランスの堅持に努めていたということが

お分かりになろうかと思います。

それから、参考の②住民一人当たりの地方債の現在高ですが、平成２２年度では４

０万７千円。※印で平成２３年度の見込みも記載してありますけれども、近隣の中で

は積極的に縮小に努めている結果が出てきているわけであります。

このような状況ではありますけれども、これについては引き続き縮小に努めて参り

たいと考えております。

それから、２ページ目をご覧ください。２ページ目は推進項目の２ということで、

行政職員数の削減ということで、これは固定的な経費の削減ということで、人件費を

抑制していこうという内容でございます。職員の削減についてこの工程の進捗度は、

計画を上回るという判断をしております。説明欄をご覧ください。これは定員適正化

計画を上回るという実績を示していることから、計画を上回るという評価をしていま

す。退職者が予定より増加したが、採用人数を抑制したことにより計画を上回る実績

となりました。

しかし、この一方で非常勤職員数は平成２２年度４月、平成２３年度４月に比べて、

増員増加となっています。これは産休職員代替等の増が主な要因でありますが、増員

する一方で、他方を減員しないと物件費の削減は難しいということであります。

今後の取り組みでございます。平成２８年度までに１７億円を削減するために次の

ことを２４年度の計画に反映させるとともに、第２次改革プランに引き継いでいく必

要があります。まずは正規職員数の削減。新たな削減計画を盛り込んだ定員削減計画

を策定しながらこの目標を達成するために必要な仕事の仕分けといいますか、民営化

等の計画を作っていくということです。

それから、非常勤職員の削減。これも、現在は計画の中に盛り込まれていませんが、

次に策定する計画についてはこの削減計画も併せて盛り込んでいくということです。

参考の①の表をごらんください。正規職員数の人数の推移ですが、平成１７年から
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合併しスタートしているのですが、平成２４年度までに正規職員、これは行政職員数、

つまり医療職を除いた数９２４人が８０８人ということです。１１６人の減員となっ

ています。

一方、非常勤職員の推移でございます。平成１７年度から途中削減はできているん

ですが、ここ１、２年は増加傾向ということになっています。従いまして、正規職員

プラス非常勤が人件費という考え方もございますので、そういうことを考えますと、

事業の見直しを進めながらこの双方の削減を進めていく必要があると考えます。

右側の表は、人口千人当たりの職員数の表で、掛川市と或いは静岡県内で掛川市と

似たような団体との比較です。これを見ますと、掛川市は非常に低い水準を保ってい

ます。ここからさらに削減をしていくということでございますが、そうなりますと現

状の体制を維持したまま削減をするということにもなりませんので、そのための方策

を併せて削減計画と一緒に作っていくという判断をしています。

３ページ目をご覧ください。これは２ページ目の内容とリンクします。民営化、民

間委託、指定管理者制度への移行という項目であります。この工程の進捗度は計画を

下回るという評価であります。その理由はアウトソーシングの実施計画の策定には至

らなかったということから計画を下回るという評価しております。基本指針となるガ

イドラインが策定されましたが、委託・民営化等が可能な業務等の検討を終えるに留

まったということでこのような評価にしました。

今後の取り組みとして、協働の基本である「民間を信頼し任せる」意識をこれまで

以上に高めていく必要があるということ。平成２４年度にアウトソーシング実施計画

を策定し、具体的な進行管理は第２次改革プランの中で行うということであります。

その際、委託・民営化等の対象業務の選定に当たっては、平成２８年度までに１７

億円を削減する目標の達成に貢献度の高いものを優先する。具体的には、民間で実施

可能な、或いは既に実施されている業務、これは施設管理を含むのですが、大きく人

件費の削減に繋がるものとすることであります。

参考の表は、担当課による検討結果一覧表でございます。１～３の直営施設・個別

事業・指定管理施設とそういったものの全部で５０の項目について、アウトソーシン

グの是非について検討を行いました。更にこれを整理して実施計画を作るというわけ

でしたけれど、現在のところは検討するに留まっているということです。

この検討結果をみますと、５０の業務数のうち現状維持が３８で、見直しが１２と

いう検討結果になっているのですが、これではまだ少し弱いという判断をしておりま

して、さらに現状維持の３８の事業について、再度ですね、分析をして右側の見直し

欄に持っていくという作業を行いたいという考えをしております。

例えば、直営施設から指定管理者制度へ移行をしていけるかどうか。或いは、個別

事業については窓口業務などのルーティンワークについて外注できないかということ、

指定管理者制度については完全民営化方向の見直しができないかというようなことで

ございます。

備考欄に対象業務の例を掲げておりますけれども、この５０項目について特にその

うち現状維持と現在判断された３８について、再度見直しをしていこうと考えており

ます。
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それから、４ページ目をご覧ください。４ページ目は時間外勤務時間の削減という

ことであります。これは、人件費削減の一環として併せて行っているもので、工程の

進捗度は計画通りということで、概ね目標を達成できるということであります。平成

２１年度の実績の１０万６千時間について約１０％削減するという目標でございます。

これについては、職員の意識が高まったことや、特に昨年度は緊急省エネ節電推進

本部会議の取り組みとして、節電の効果を促すために定時退庁を徹底させたことが大

きく削減に繋がったと考えています。特に力を入れていた６月～９月の４ヶ月間の時

間外は、前年度と比べて１９４１時間の減です。或いは、節電効果は前年度比２１％

の削減となりました。

今後の取り組みについては、引き続き職員の意識というのは大切ですので、その意

識を高めていくと同時に、確実な成果を生むために組織内の縦割りの排除や仕事の配

分の見直しなど、所属長のマネジメント状況というものを指導して参りたいと考えて

おります。下の参考は過去の時間外勤務の推移を表しております。

５ページ目をご覧ください。５ページ目は人事考課制度の充実ということでありま

す。これは、人件費の削減に当たって職員数の削減や時間外勤務時間の削減を進める

ためには、個々の職員の意識を高め、頑張った職員が認められる仕組みを作るという

ことが非常に大切だということです。

これについては、現在、計画を下回るという評価をしております。勤務評定結果を

勤勉手当へと反映していこうという計画でありましたけれども、職員組合等に合意形

成ができず「計画を下回る」としました。

ただし、これについては、２４年度の実績欄のところに変更計画と記載している欄

があるので、その欄を見ていただきたいのですが、勤務評定結果を勤勉手当に反映さ

せるというだけではなく、こういった人事考課制度を含め「脱年功」と言っています

が、年功序列型でない人事管理制度への転換をパーツ単体ではなく全体を見直し、改

善に取り組んでいこうと考えております。

その説明はこれまでの評価の欄にも記載させていただいているのですが、更なる行

革の推進のためには、特に創意工夫、恒常的な改革改善が職員に求められることであ

りますので、これまで以上に職員の意識変革や能力発揮を後押しをする人事管理制度

となるよう工夫が求められるということです。従いまして、人事考課という評価その

単体の制度のみに着目するのではなく、配置、処遇、能力開発などを含めたトータル

人事制度に向けた見直しに大きくシフトしたということであります。

その下の推進項目３は、「公共施設の維持管理費の見直し」ということであります。

これも人件費と同じように固定的な経費を削減していく時に、例えば、物件費などの

特に公共施設の維持管理費が増大傾向にありますのでこれを抑制していくということ

であります。

これについては、計画どおりという評価をしています。その説明は、指定管理者の

インセンティブを向上させる条件整備が進んでいることから計画通りということで判

断しています。

施設特性に応じて、指定管理者の新規指定に合わせ、利用料金の併用制度を導入し

たということであります。平成２４年度からは全ての社会体育施設に適用し、これま
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で以上に指定管理者のインセンティブを向上させる条件整備が進んだという判断をし

ています。利用料金制度導入施設なんですが、歴史文化施設は８施設のうち５。福祉

施設については利用料金制度に馴染まなく、そもそも利用料収入が入りませんので０。

駐車・駐輪施設については７のうち１。社会体育施設は１２施設。その他の施設につ

いては５施設のうち４。全部で３８施設のうち２２については利用料金の導入が進ん

だということであります。

今後の取り組みでございます。現在は利用料金と指定管理料の併用制度であります

が、中には全て利用料金で賄っているところもあります。厳格なモニタリングにより、

指定管理料は基本的に施設コストにかかるもののみになるように促すということで進

めて参りたいと思います。

６ページ目をご覧ください。６ページ目も公共施設の維持管理費の見直しをして取

り組んでいる項目でございます。これについては、計画通りという評価をしています。

これは維持管理費の適正化のための条件整備が進んでいるという判断をしましたので

計画通りということです。これについては、行革審の提言にもありましたように、施

設の評価基準を作ってきちんと収支バランスの把握した上で是正していく項目を明確

にしてという内容でございます。

評価としては、公共施設維持管理費の見直し方針に基づいて、まず社会体育施設の

評価を実施しました。何故、社会体育施設の評価が最初だというと、ちょうど平成２

３年度で指定管理期間が満了し、新規指定をするタイミングだったので実施したもの

であります。これについては、収支バランスに課題があり、将来の財政負担について

１億円以上の南部地域の体育館については、津波防災対策の検討結論の中で統合を決

定したということや、収支改善の見込みがあるというふうに判断されたものについて

は収支バランスの目標値を設定して、指定管理者の公募の際に公募要綱の中に改善値

を設定したということ。併せて、利用料金併用制度の導入ということで維持管理費の

適正化のための条件整備が進んだと考えています。

ただし、条件整備が進んだだけですので、今後は指定管理のモニタリングをきちん

とやっていくこと。或いは、併せて使い易さと利用率向上のための工夫を行っていく

こと。そのために必要な規制緩和をやる必要があると考えております。

削減目標の達成については、今の状態のままではなかなか削減が難しいという判断

であります。従いまして、市の施設全般について民間で実施可能なまたは既に同様の

サービスが提供されている施設についてもう一度ですね、これを見直していく必要が

あるというふうに考えています。

その下は、参考に社会体育施設１２施設の管理運営費の状況です。この時は１７施

設あって（３）のトータルコストというのがこの施設にかかっている総額でございま

す。これを運営コストと管理コストの２区分に分けて、運営コストが利用料金で賄え

るためにはどうしたら良いかという見直しを行ったというものです。

それから７ページ目をご覧ください。７ページ目は支所機能の見直しという項目で

ございます。これは人件費の削減で、予定職員数の削減を行うときに支所機能につい

ても見直していこうという内容でございます。これについては、計画どおりの進捗度

という評価をしています。評価でございますが、特にこれについて※印のところをご
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覧いただきたいのですが、支所組織等の変遷ということで記載がございます、平成１

７年度は７３人、組織的には１０室１３係、これを業務の見直しを行って平成２３年

度には２４人２係という内容になっています。ただし、２４人２係ということですが、

新たに時代のニーズに必要な地域医療の支援を行う「ふくしあ」を両支所に配置をし

て、求められる業務は適切に配置しながら引き上げられる業務は引き上げたというこ

とで、やみくもな削減ということではなくそこは機能分担をきちんと整理したという

ことでございます。

今後の取り組みでございます。支所機能の見直しについては、基本的に現状である

程度の見直し水準に達したという判断をしていますので、組織そのものの見直しにつ

いては、行革審の提言にあったとおり南北道路建設や公共交通等の整備状況を。つま

り、利便性を確保しつつ見直しを進めるということ。それから、支所の窓口の見直し

については、アウトソーシングの実施計画の中に盛り込みながら窓口業務について適

切なあり方、外注のあり方等々を含めて考えていきたいと思っています。

それから、その下の推進項目５の「大規模プロジェクト事業等のあり方検討」でご

ざいます。これについては計画を下回るという評価を得ています。この項目の主なも

のは、駅前東街区の再開発事業がございました。この検討・結論はですね、まだ継続

検討中であるということから計画を下回るという評価をしています。

その他の大きな事業については、新病院周辺の道路整備、南北道路建設、大東体育

館建設、或いは中央消防署建設などの大型事業に加えて、東日本大震災を踏まえた小

中学校施設の更なる対震度向上の為の整備を新たに実施計画に盛り込んだということ

で、これについては、適切な優先順位付けを行って無理の無い年度計画が策定できた

と判断しています。

一方で、駅前再開発事業については、公共床の取得についての方針は出ましたけれ

ども、再開発準備組合が現在策定している事業計画については、まだ計画の提示がな

く判断できませんので、計画を下回るという評価をしたものであります。これについ

ては、安心安全な計画と判断できるまでは事業に着手しないというのが市の方針であ

りますので、再開発の事業については慎重を期していくということであります。

８ページ目をご覧ください。８ページ目は第３セクターの見直しでございます。現

在第３セクターは全部で１０あります。そのうち８の第３セクターについて見直しを

行ったものであります。８のセクターは参考の表に記載がありますけれども、東遠青

果流通センターから始まって大東マリーナまでこの８つの第３セクターについて見直

しを行ったものであります。

第３セクターの見直しについては、評価欄のところをご覧いただきたいのですけど、

第３セクターの見直し方針というものを策定して、政策目的に対する第３セクターの

存在意義の検証、現在、或いは将来を含めて財政的負担及びリスクを排除すること。

黒字セクターは、存在意義の検証結果に基づいて完全民営化を含めて市の関与のあり

方を見直しをすること。赤字セクターは、経営改善の可否検討により、解散を含めて

見直すということ。市場等の外部環境の変化への対応や官民双方で経営責任の所在が

曖昧にならないように組織形態に見直すということ。という５つの方針に基づいて見

直しを行ってきたものであります。
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評価としては計画通りという評価をしております。これは、全ての分類で概ね計画

通りに見直しが進められたということで、このような評価をしております。今後の取

り組みとしては、特に継続の結論が出たセクターについては、引き続き経営状況の監

視を厳しく行っていくということで考えております。

９ページ目をご覧ください。９ページ目は「補助金の見直し」でございます。これ

は計画通りという評価をしております。評価の欄をご覧ください。これは補助金見直

し基準という全庁統一見解の下で見直しを行ったものであります。一つは政策目的へ

の貢献度、それから、制度設計の妥当性、受益者と負担の割合、代替手法等の評価と

いうことで、あるべき補助制度の実現に向けてこの見直し基準によって大きく見直し

が前進したという判断をしています。

特に、長年の経緯を背景に固定化した制度の見直し、或いは市職員の意識改革が進

んだということで、他の改革の前進に大きく繋がるという判断をしています。

ただ、一方で代替手法として直接経費化や委託事業化した事業等がございますので、

引き続き事業の存在意義を検証していく必要があるというふうに考えています。

今後の取り組みなんですが、原則補助金事業は補助期間３年としています、従って、

３年後の平成２５年度にもう一度再評価を行って、改めて見直しを行うというふうに

考えております。

参考表をご覧ください。特に備考欄でございますけれども、見直しの対象とした事

業は１７９事業あります。結果として、元々スタート時は平成２２年度ですので、そ

の時点は１８９。それから平成２３年度の見直しで１２７。結果として６２事業がな

くなっているということであります。金額でいうと、１億３千２百万。ただし、直接

経費化したもの等がございますので、実質的には５千５百万という結果になっており

ます。

それから１０ページ目をご覧ください。１０ページ目はまとめということで、今ご

説明させていただいた７つの柱、１２項目についてでございますけれども、計画通り

以上という結果は７項目あるわけですね。その削減見込み額は約１億６千３百万とい

うわけですが、その８７％近くが行政職員数の削減によるものであります。従いまし

て、平成２８年度までに１７億円を削減するための手段としては、この改革プランの

内容では少し弱い感があるというふうに判断をしている。従いまして、見直しの強度

を高めながら、より具体的に削減に直結する項目立てが必要だというふうに考えてい

ます。従いまして、今、１ページから９ページまで取りまとめさせていただきました

第１次改革プランの評価を踏まえ、第２次改革プランについてはこの下にあるような

ことについて、引き継いでいきたいと思います。

まず、市債残高の縮小でございます。東日本大震災の発生により緊急地震津波対策

事業を実施しなければならない、或いは合併特例債事業の本格化等があるわけなんで

すけども、市債残高の削減というのは非常に大切な事項でありますので、第２次改革

プランにも引き継いでいく必要があると考えています。

それから、行政職員数の削減であります。削減する対象経費が固定的な経費という

ことで、やはり、人件費・物件費・補助金ということになります。従いまして、人件

費の削減としてはですね、行政職員の削減というのを現状に上乗せしてやっていく必
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要があるというふうに考えています。

それから、アウトソーシングですが、今、行政職員数を削減することについて、上

乗せしていくという説明をさせていただきましたが、現状の仕事を維持したまま職員

削減数を上乗せするというのは、限界があるということでございます。従いまして、

業務の必要性等を再検討するとともに、アウトソーシング対象業務の検討結果のうち、

削減に大きく貢献するものを選抜し実施していくという必要があるというふうに考え

ています。これも第２次改革プランに引き継いでいきたいということでございます。

それから、物件費の上昇抑制です。アウトソーシングをするということは、委託化

が進むという反面もございます。従いまして、それで物件費が上昇しては元も子もあ

りませんので、既存施設の管理費の見直しはもちろんのこと、施設の統合・廃止・完

全民営化等を含めて検討していくということ、仕事の見直しによってですね、行政職

員の正規職員の代替として非常勤職員が配置されないように、これについても削減す

ること。或いは、需用費等の事務費の一律カットも追加でやっていく必要があるので

はなかろうかと思います。

このように、現状のですね、組織体制等々を大きく見直していくためには、職員の

インセンティブを高めていくということも併せて必要だというふうに考えています。

従いまして、改革改善に対する職員の動機付け、或いは行革の進展に伴う組織の士気

低下を防ぐために、人事管理制度についてもより良いものに変えていくという試みも

必要と考えています。

支所機能の見直し、或いは、大規模プロジェクト事業のあり方、第３セクターの関

係については、第１次改革プランで一定の成果を得たと判断しています。一方で目標

の達成度を考えますと、その他の項目と比べて多少貢献度が低いのかなという判断に

なりますので、第２次改革プランには引き継がないが、引き続き適正化については努

めて行きたいと考えています。

最後に補助金でございます。補助金については、平成２３年度の取り組みで一定の

成果を得たが、目標達成には及んでおりませんので、引き続き第２次改革プランにも

盛り込み、これを続けていきたいと考えています。

今ご説明させてもらった１０ページの内容が、第１次改革プランの評価を総括した

ときに、第２次改革プランに引き継ぐべき事項として、ご説明をさせていただきまし

た。この１０ページの上段の四角の中に記載をさせていただいたとおり、２８年度ま

でに１７億円を削減するのは非常に厳しい内容であると判断しています。従いまして

現状を大胆に見直すレベルの取り組みが必要だと考えておりますので、ここで整理を

した内容について、その具体策について、今後計画して参りたいと考えています。

それから最後のページはですね、参考資料として、経常収支比率、或いは将来負担

比率の推移として、計算式も含めて参考にしてください。

説明は以上です。

伊藤会長

ありがとうございます。ただいま事務局の方から第１次改革プランの進捗状況と評

価、それを踏まえた第２次改革プランの策定についての考え方等が示されました。一
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応、この資料に関しまして質問・ご意見等ございましたら、出していただきたい。

高橋委員

よろしいでしょうか。

一番最初の市債残高のことでお聞きしたいのですが。平成２２年度は４６７億９千

１００万、平成２３年度４５８億７千万、２２年度から２３年度なんですけれども、

２２年度は１億７千７００万、２３年度は９億４１００万、約５倍～６倍となってい

るんですが、これはやはり、東日本大震災にむけての防災の関係が大幅にアップした

のでしょうか。

伊藤会長

いかがでしょうか。

行革推進係長

ちょっとすみません、高橋さんの言っていることがわからなかったので・・。

質問の内容が分からなかったものですから・・

高橋委員

平成２０年度の計画と実績の差がそんなにないのに、平成２３年度については大幅

な差し引きがあって、その差については？

行革推進係長

今、高橋委員がおっしゃっているのは、上の表の計画と実績で、長期財政見通しで

書かれた数字とその下の決算見込みの差のことを言っておられるんですか？わかりま

した。

財政課主幹

財政課の山本です。ご質問について答えさせていただきます。

その、市債の残高が減少しなかった要因ですが、これには一つは、東日本大震災の

発生がございまして、緊急地震津波対策を実施することによって地方債を財源とした

こと。

もう一つは平成２２年度から、国の地方財政対策ということで臨時財政対策債とい

う財政措置がございますが、それが拡充されたこと。

それに伴いまして、掛川市の地方債の発行額が増えた結果、計画値を下回る結果に

なったということでございます。

すいません、臨時財政対策債について簡単に説明させていただくと、国からですね、

それぞれ県或いは市町村に地方交付税が交付されます。これにつきましては、ご案内

の通り、国の交付税特別財源がかなり大きな借金を抱えていることになりまして、平

成１３年度から交付税の一部を地方が借金する形で市債を発行するものでございます。

それについてですね、２２年度以降、地方財政対策の拡充がありまして、掛川市の臨
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時財政対策債の計画値よりも多く発行したのですが、それについては、今後始まりま

す新病院の開設時に現病院の清算が必要になります。当時の見込みでは、現病院の清

算におよそ４２億円ほどの財源が必要となる見込みでございまして、平成２５年度に

必要となる財源を平成２２年度のうちに先に地方債を発行して基金に積んで確保をし

ておこうというもので、地方債が増加したという一因もございます。

伊藤会長

ほかに？どうぞ。

鈴木委員

内容の確認ですが、まず２ページ、一番上のところ。平成２４年度の「Ｈ２２・２

３」と書いてあるところは、「Ｈ２４・２５」の間違いですね。それとですね、２つ

聞きたいですけど、下の表でですね、人件費が削減していきますよね。前年度増減と

いうところですが、平成１８年度、１９年度というふうに、１億８千６００万、９千

１００万、１億２千２００万、３千１００万ときて、その後、３億６百万ときていて、

あまりにも数字が大きいんで、なんでかなと思う。

もう一つは６ページのですね、一番下の指定管理４１施設の状況という表なんです

が、これなんですが、ＡのうちＢの割合という数字なんですが、Ａ分のＢということ

だと思うんですけど、そうすると、この数字が間違っているんじゃないかなと思うん

です。差し引きしたＡ－Ｂの数字をＡで割っていると思うんですけど、そうすると、

パーセンテージが逆になっちゃうんで、パーセンテージが増えるんだろうけど、その

２つです。

伊藤会長

いかがですかね？

行革推進係長

最初、人件費の行政職員の削減のところですね。今のご質問は、参考①の表の正規

職員の推移というところで、人件費の額が前年度からの数字にばらつきがあって、特

に２１年度から２２年度については、３億円程度差があるということでございます。

この人件費というのは、退職金を除いた職員給与です。ということで、比較をしてい

るわけなんですけれども、特にこの年度では、数字的な比較をしますと、期末勤勉手

当がですね大きく差が出て、それが原因でこの数字が出てきたっていうのも一つ大き

な要因。それから諸手当が減ってますので、それで総額が変わったというのが大きな

要因でございます。

鈴木委員

そうすると、期末勤勉手当は２億何千万もあったということになるんですね？今日

でなくて結構ですので、また次の機会にでもお願いします。
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伊藤会長

そうしたら、後でもいいですけどね・・・・・。

次は６ページの参考の②ですね。

行革推進係長

ごめんなさい、Ｂの、ここで言いたかったのは、利用料収入が総額に占める割合の

ことを言いたかったので・・計算間違いです。申し訳なかったです。

鈴木委員

平成２０年度は４７．３％で２１年が５１．６％、２２年が４９．９％になります。

これ、分子が間違えているんです。差し引きのＡ－Ｂって方を分子にしているんです。

そうじゃなくてＢを分子にしないといけないので、平成２０年度は４７．３％で平成

２１年が５１．６％、平成２２年が４９．９％というふうになります。

伊藤会長

他にどなたか？言葉の問題も含めてなかなか色々とあります。なかなか行政も難し

いもんですから。

では、私のほうからよろしいですか？３ページの参考の欄。数字の５０とあるが、

３８と１３を足すと５１になってしまうもんですから、ここのところはどうを訂正す

れば良いか。

もう一点、これは見方を教えていただきたいのです。６ページの右下のグラフ、こ

れを見ますと、管理費の総額は上向いているんですが、利用の収入が激減していると

いう、この辺りをどう見ればいいかと、その点をお願いします。

行革推進係長

すいません、最初に３ページの下段の表ですが、１の直営施設のところですが、見

直しの欄が７となっていますが、すいません６です。２２と６で２８ということです。

「直営から指定管理者制度等へ移行７施設」というところは、「６施設」ということ

です。

それから６ページ目の表でございます。６ページ目はですね、すいません、利用料

収入が平成２１年から平成２２年まで大きく減っている理由は、次回までに資料を用

意しておきます。

伊藤会長

他に質問がある方ございますか、どうぞ。

西村委員

都築さん、ちょっと質問というか、感想というか、質問させてください。

この第１次の進捗状況のまとめを拝見して、例えばNo.１の市債残高の削減は計画を

下回っていて、これには先ほどご説明されていて明確な理由があるんですね。ずっと
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そうやって２ページ目、３ページ目と進んでいって、計画を下回ったところが何で下

回ったのかという問題点とか課題とか、それが本当に財源とか直球で表現されている

のかという、ちょっと奥歯にものが挟まったような言い方なんですが。計画が下回っ

た、例えば、３ページの「民営化、民間委託、指定管理者制度への移行」が計画を下

回っているけれど、これまでの評価やこれからどうするか、というところが非常に抽

象的なんですね。僕なんかが期待するのは、何が邪魔しているんだろうな。計画をア

ウトソーシング実施計画を策定するときでも、担当者がサボっていたのか、誰かが嫌

がっていたのか、或いは何かものすごいものがあって進まないのかとか、こんなこと

ないと思いますけど。例えば、あったらそういうものをはっきりと書いていかないと、

おそらく１億７千万の削減で本当にやっかいなもの、難しいものは、どうしてそれが

進まないのかっていう本当の本質を表に出していって、この場はオープンでやってま

すし、それが全部市民に伝わっていっていますので、本当のところを表に出してそれ

を外圧的なものでどんどん追い込んでいくような、そういった取り組み方をしていか

ないと、おそらくものすごい計画になっておりますから、進まないのではないかとそ

ういうふうに思います。

ですから、できれば、計画を上回っている分についてはどんどんやればいいんです

けど、下回っている部分については、はっきりとその問題点、何が阻害しているのか

みたいなところを具体的に出していただけることがこれからの拍車化につながるので

はないかと思います。

なんか、よくわかんない説明ですけど、申し訳ございません。以上です。

松井市長

都築くんに答えさせるのはかわいそうなので、私のほうから。

今言われたようなことをですね、この資料を作るときに少し議論もあったんですけ

れども、そういうご指摘がありましたので、改めてもう一度、計画を下回った要因が

明確に出るような表示をしたい。なかなか分析も難しいファジーな要因もありますの

で、できるだけ可能な限り評価をし直して、詳細に説明ができるような形にしていき

たいと思っております。

伊藤会長

一応８時という時間は参りましたが、ちょっと一区切りというところまで今ひとつ

なので少し延長をさせていただきます。

続いて、ご質問、ご意見、場合によっては新しくこんなデータを欲しいといったこ

とでもよろしいかと思います。これをやって、次の会議は本当にこのデータに基づい

て評価の問題とか、第２次に盛り込むべき方法をどうしたらいいかとか、具体的に議

論していくことになろうかと思いますのでよろしくお願いします。

山内副会長

私は、第１次の削減の中で、１億６千万ですか、ということで、行政の職員の削減

による８７％というのが、これから行政の職員の削減が今までどおり進むかどうかは
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ちょっと疑問がある。かなり抜本的なものっていうのは、色んな部分でバリアとなっ

ていたものを乗り越えていかない限りはただ単に掛け声でしかないという感じになる

かなと。今日の資料の率直な感想なんですけれども。

あと、もしあるとするならば、掛川市の場合には市が関与している公益法人はどう

なっているのかというようなこと。浜松なんかは、公益法人改革でかなりスリム化し

たということを聞いてます。そこまで多くないにせよ、そこに対してどういう形でど

うなっているのか、これは国レベルでも公益法人改革って言われてて、こういったも

のに対してメスを入れていかないといけないいうのが国でもあるように地方自治体に

もあるんじゃないのかということ。

大規模プロジェクトのあり方ということで、駅前東街区の問題が検討中ということ

で計画を下回るという話があったんです。それ以外にも、大規模プロジェクトがまだ

進捗しているわけですから、それがまた削減がままならないとなると、どこで１７億

円を捻出するのかなと、組織を見直す、アウトソーシングの話とか進んでいる中で、

それでできるのかというところ。将来の組織をもっと抜本的に見直すとか、学校給食

の廃止とかやらないとちょっとできないんじゃないかという率直な感想なんですけど。

次回、公益法人に関しては資料をいただければと思います。

松井市長

主な公益法人は、生涯学習振興公社ですね。

今言われたように、１７億円も削減するということで計画を立てておりますので、

ドラスティックな対応も不可欠だと、委員の皆さんからもご提言をいただいて、どう

いう感じにするのが一番いいのか。私のほうも色々考えをまとめられると思いますが、

委員会の皆さんからもご提言をいただきたいと思います。

学校給食を廃止するという事もひとつの考え方ではありますが、ただ、現実の話と

して、今の状況でそれは不可能なのかなと、そのくらいのことをやっていかないとい

けないのかと思っています。

伊藤会長

ご意見、ご質問、まだ発言されていない方。ぜひ。

高田委員

６ページですか。若干お話を伺ってたんだけど、よく理解していなかったもんだか

ら。確かその大東海洋公園とか廃止するようなしないような話をちょっと聞いたよう

な気がするんですが、その辺りどうなっているのかなと。中にはひどいようなのがあ

るんでね。０．４％だとか１０．１％だとか２０％だとか。なんか、手を打つって話

だと思うんですが、どうなってるのか都築さん、どんな感じになってるんでしたっけ。

行革推進係長

６ページのですね、参考①の表があります。この表の真ん中にですね大須賀体育館、

右側の方を見ていただくと大東体育館という項目があります。ここがですね、表の一
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番下を見ていただくと｢廃止・統合｣という表現がされています。今、高田委員が言わ

れた南部の体育施設の関係については、この大須賀と大東体育館について、津波防災

対策等の検討経過の中でこの２つの統合が決定されたということでございます。

それから、このマトリックス表の中で、一番大切な箇所が、高田委員が仰ったとこ

ろで、(５)番ですよね。(１)のうち(４)の割合、つまり、運営コストと、利用料収入

の割合がですね、なんだろうかという。割合を見たときに、収支のバランスが適正か

どうかという判断のもとで、見直しの考え方を整理していくべきだということも後押

しのためにこの表を作ったということです。以上です。

高田委員

数字のひどいところは、見直していくということですね？今後止めるのか、もっと

値上げするのか。とか何らかの。

行革推進係長

そうですね、このバランスがひとつの区切りということでやってます。

伊藤会長

他になにか。

荒木委員

荒木ですけども、この改革プランを実際やっておられて、勉強させていただいたん

ですけれども、一つ良く分からなかったのが、削減計画自体が私、良いのか悪いのか、

なかなか判断できないなという感じを受けて、都築さんにお願いして、総合計画とか

マスタープランとの整合を見たいということで資料提供をお願いしたんですけれども。

要するにマスタープランとか総合計画の兼ね合いの中で、この削減計画が入ってきた

形のほうがわかりやすいのかなと、我々が判断しやすいのかなと。そういうことです。

よろしくお願いします。

行革推進係長

総合計画を皆さんのお手元に配布させていただきました。それと、見直しをさせて

いただくときに、残り５年の後期の基本計画がまとまりましたので、それは、印刷等

々整備できましたら配布させていただきます。考え方なんですけれども、総合計画に

位置づけられる政策施策を、現実にやっていくための財源を生み出そうというのがこ

の行革というふうに判断していただけると。つまり、総合計画は将来のまちづくりの

ためにこういった事をやっていくべきだという方向性を示したものであり、そのため

の財源を生み出すのが行革ですので、その行革で言っているのは、固定的な経費を減

らして、政策の経費を生み出していくんだということでございますので、ご理解をい

ただければと思います。

松井市長



- 22 -

私も補足というか当初ですね、１０ヶ年の財政計画を作って１７億円を削減します

ということを審議会にお示しをしたんですが、その時に１７億円の削減も現状の財源

をフラットにして、そのままにして１７億円を減らす、財源として１７億円増えれば

１０年後のこの財政計画は削減０ということでご提案を致しましたが、審議会のほう

から少し１０年じゃ長すぎるといったお話もあって、それからもう一つは、財源が増

えた分は投資的経費に回すべきだといったお話もあって、この５ヵ年の計画そのもの

は、人件費と物件費、公債費等々から削減しろというご意見をいただいて、かなり私

自身悩みましたけれども、これでいこうという計画を私どもが作って出した。当初よ

りかなり厳しい審議会のご意見もあったということで、１７億円を普通ですと、財源

が増えればそれでいいじゃないかという、甘い考えがあったんですけれども、そんな

ことは甘っちょろい。固定的な経費を民間経営と同じように当然減らす、こういう話

もありましたので今言ったような計画を作ったと、経緯はこういうことです。

窪野委員

私は２年間、特に去年、大規模プロジェクトのほうに力を入れさせていただき、提

言させていただきました。そして、公共床は取得しないということになりましたけれ

ども、７ページを見ますと計画を下回るという判断になっております。第２次改革プ

ランに引き継がないということでここに出てますけれども、その辺についてもう少し

納得のいくことを聞かせていただきたいんですけど。

行革推進係長

今のご質問は、７ページの「大規模プロジェクト事業等のあり方検討」のことなん

ですけど、これについては第２次改革プランに引き継がないけれども、これそのもの

の見直しは引き続き行うし、これを止めちゃうという訳ではない。実際この見直しは

引き継ぐんだけども、第２次改革プランの中には盛り込んでいかない。なぜそういう

ことかというと２つ理由があります。

一つは、駅前再開発事業に対する市のスタンスというのは明確に示しております。

一つは安心安全な計画と判断できるまでは事業には着手しないという、慎重な判断を

すると言い切っているわけでございます。公共床についても方針を示したということ

で、これは揺るぎないものでありますのでこれが変わることはありません。そういっ

たことが一つ。

もう一つは、政策的な経費を充実させるために、固定的な経費を削減するという提

言をいただいています。従いましてこのまとめ表でいきますと、１０ページに総括と

して記載をさせていただいている通り、人件費、物件費、補助金それから市債務残高

の縮小に注視していくということなんですけれども、こういった経常的経費、固定的

な経費を長い間の経緯を背景に固定化した制度を見直しながら、政策的な経費に充て

るということになります。第２次改革プランの内容というのは固定的な経費を削減し

ていくにはどうしたらいいかという内容で構築したいと考えていますので、第２次改

革プランには引き継がずにいくという判断になっております。よろしいでしょうか。
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伊藤会長

それでは、藤田さん、感想でもなんでも結構なので。

藤田委員

一主婦が今まで色々市の政策とか何も見ずに関わってこなかったものですから。資

料を見てもなかなか理解ができなくて申し訳ございません。皆さんのお話を伺いしな

がら１７億円を削減することってすごいことなんだとびっくりするというか、そうい

う感想で。何にもわからない状態なんですけれども、本当に申し訳ございません。

また、意見が言えるようになるといいなと思いながら、すみません。

伊藤会長

ありがとうございます。大まかな日程につき事務局に一通りお聞きしたりしたんで

すが、一応９月頃にですね、第２次改革プランの策定をすると。そうするとこれから

６月頃にかけては、第１次の行革プランの推進・進捗状況、評価をしっかり行い、尚

且つこの１０ページのほうにも入っておりますけれど、第２次改革プランの方に引き

継ぐべき事項は何か、また第２次改革プランに入れ込むべき事項は何か、まあ９月完

成となると、少なくとも６～７月くらいまでには、提言案みたいなところに持って行

きたいと。いずれにしても、私の方から事務局とよく打ち合わせしながら、もう少し

具体的な日程、その辺りを表にするなりして次回提示させていただきたいと思ってお

ります。

つきましては、先ほど申し上げましたように、それまでの間ですね、今度５月２３

日になりますか、そこでは色々議論をしますが、大胆な発想、思い切ったものじゃな

いとなかなかクリアできない、難しいなあと思いますので、勉強会とか具体的な資料

の提出を依頼するとか場合によっては、市役所担当部署を訪ねていただいてレクチャ

ーを受けながら知識を広めていただきたいと思います。

当面、この審議事項についてはこれで終了させていただきたいと思います。

鈴木委員

スケジュールというか手続きって言ってましたね。審議会の手法というか第２次行

革審のベース作りという事になるか、それは我々が考えるべきなのか、市のほうから

そういうベースが提示されてきて、それを我々が「これは行革ではない」とか、そう

いう議論をするのか。

この頃思うんですが、確かに抽象的ですけれども、１７億の削減するんだって意気

込みは伝わってくるわけなんですよ。それをどうすれば、自分たちのものになるのか

具体的なところを市のほうで作っていただいて、それを我々が検証するといった進め

方の方がいいんじゃないのかなと思うんですけれども。そこのところをはっきりさせ

ておいた方が良いのではないかと思います。

伊藤会長

そうですね、第１期の時も「行革は市がやるべきこと。それをチェックし、必要が
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あれば提言していくのが行革審だ」と言う話がありました。確かにこれ読ませていた

だくと一生懸命やっていただいてるなという雰囲気は伝わってきております。

ただ１７億というのがですね、これは第２次改革プランに盛り込んでいかなければ

ならないのですけれども、その辺の具体的なところは、まだこれだけでは不十分です。

市側から追加であれば、提出していただければ審議会としても手続きがやり易いとこ

んなふうに思います。

松井市長

１７億について削減をするという時に、かなり大胆な方向転換・政策を出さないと

なかなか１７億は難しい。こちら側から提案するとなると、提案する段階で色んな各

方面に話をしなければいけないということで、もちろん議会もそうですし、そういう

ことを考えると、私どもが１７億をどうするという方向性を出すというのは、５年計

画であと４年ですか、時間をいただかないと、私たちから１７億円削りますよという

話はなかなか難しいんで、そういう意味では「こんなことはどうだ」とかいった提言

をいただければ大変ありがたい。行政側が１７億円をこういう形で改善しますよとい

うことを出すことは、なかなかちょっと難しいですね。正直。

伊藤会長

確かにそんな感じはあるんでしょうが、委員の皆さんの方は、具体的な改革となる

と知識の問題も含めて実情がよく分かっていない。そこのところは提言といっても今

のこの状態のままでっていうことはいかがか。計画を揉んでる間に色々具体的なとこ

ろが出てくることはあるかもしれないですけど。ただ、その、例えば、いじらなきゃ

ならん部分はこんなところだと。一つのヒントがあってそれに対して審議会のほうで

色々と審議をし考えをまとめさせていただく。こんなのはいかがですかね。

松井市長

どの時点でですね、行政側が今全体の行政機構を見直すということになりますと、

行政側が案を出してですね、これは審議してもらうというよりもいいか悪いかの判断

を仰ぐということになるでしょうね。私としてはそうではなくて、審議会の皆さんか

ら色んなアイデアをいただいて、答申をいただいて、それを踏まえた上で推進をして

いくということでないと例えば、議会とか関係者とかに何というんですかね、好きな

言葉じゃないんですけど、根回しをしないとなかなか１７億のですね、削減に対して

こうするというのはそれは今の段階ではちょっと、今日の段階では申し訳ないね。

伊藤会長

この審議会は市長さんの諮問機関、そういう位置付けでございます。いずれにして

も次回はもうちょっと細かい所まで議論を進めていきたいんですけど、２５年～２８

年度という４年間の中で１７億を減らすということが大前提にあるわけですね。大き

な数字であることはわかるんですが、具体的にいろはの「い」の字もわからない状態

の中でこれをやったらどうだと話すことは、何か空論みたいになってしまうんじゃな
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いかと思うんですが。

松井市長

第１次行革プランのですね、中の項目を改めてどうするかという打ち出し方をして

いただければこれ以上の考え方をしてですね、もっと違ったというようなのは殆ど出

てこないと思います。ちょっと次回までに少し検討させてください。

ただ、実際の話として、もし１７億円をこういう形で切りますよという時には、私

どもとしては、関係者或いは議会の方に先にお話をしないと、その中で提言というの

は、なかなかということになろうと思うのです。だから、色んなアイデアがある、こ

ういうことができるといった議論の中で、我々としてはある程度の考え方というとこ

ろでお話ができるところもあるし、ということになると思います。すいません。

鈴木委員

わかりますよ。すごく分かります。この後どうするのかとか。

伊藤会長

次回までにですね、それこそ日程を含めて少し揉んでおいてある程度の路線を考え

てみたいとこんなふうに思います。よろしくお願いします。以上でございます。

４ その他
企画調整課長

ありがとうございました。その他ということで、次回の行財政改革審議会の日程で

すが、５月２３日の水曜日、本日と同じ午後６時３０分からこの会場で行いたいと思

います。ご予定のほうをよろしくお願いいたします。

第３回の６月なんですが、これまでにもご案内させていただきました６月２６日火

曜日か、２７日水曜日。時間につきましては皆さんの都合で決めたいと思います。

伊藤会長

２６日か２７日。委員の皆さんいかがですか？都合の悪い方いらっしゃいましたら。

時間は６時半辺りにしたいと思います。

企画調整課長

時間については、もしちょっと早いかなということでしたら遅くすることもできま

すが。

伊藤会長

皆さんからも日程を早く決めてほしいという意見もありますのでいかがですか。２

６か２７。皆さん、一応２６か２７で大丈夫ですか。私は、２６日の方がありがたい

かなと思っています。
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企画調整課長

かしこまりました。そうしましたら第３回の審議会につきましては、６月２６日火

曜日午後６時半から。会場につきましては、また追って連絡させていただきます。

５ 閉 会

企画調整課長

それでは、本日の審議会を閉会させていただきます。大変お疲れ様でした。


